
事業主の皆さま、改正育児・介護休業法に基づく規定整備はお済みですか？ 

 

 

男女ともに仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成２１年に育児・

介護休業法が改正されました。 

また、平成２４年７月１日から、これまで適用が猶予されていた「育児のための短

時間勤務制度」、「所定外労働の制限」、「介護休暇制度」が、従業員１００人以下の事

業主にも適用されています。 

岐阜労働局雇用均等室では、改正育児・介護休業法に基づく規定整備について、下

記のとおり県内５か所で個別相談会を開催しますので、ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 
 
 

                                                    

育児・介護休業規定整備相談会を開催します

規定を作ってみた

けれど、これでいい

か見てほしい。 

初めて育児休業をと

る人が出るけれど、

どのように対応した

らいいかしら？ 

＜相談内容の例＞ 

・改正法に沿った育児・介護休業規定の作成方法、点検等 

（規定の点検をご希望の場合は、規定をご持参ください） 

・育児休業等制度取得者の処遇 

・両立支援助成金 

（子育て期短時間勤務支援助成金、中小企業両立支援助成金） 

・一般事業主行動計画の策定  など     

＜開催日時・場所＞ 

開催地 開催日・開催時間 場所 

関 
平成２４年１２月３日（月） 

１０時～１２時、１３時～１６時 

関労働基準監督署会議室 

関市西本郷通３－１－１５ 

電話：０５７５－２２－３２５１ 

多治見 
平成２４年１２月４日（火） 

１０時～１２時、１３時～１６時 

多治見労働基準監督署会議室 

多治見市音羽町５－３９－１ 

電話：０５７２－２２－６３８１ 

大垣 
平成２４年１２月５日（水） 

１０時～１２時、１３時～１６時 

大垣労働基準監督署会議室 

大垣市藤江町１－１―１ 

電話：０５８４－７８－５１８４ 

高山 

平成２４年１２月６日（木） 

１０時３０分～１２時３０分、 

１３時３０分～１５時３０分 

高山労働基準監督署会議室 

高山市花岡町３－６－６ 

電話：０５７７－３２－１１８０ 

岐阜 

平成２４年１２月３日（月） 

～平成２４年１２月７日（金） 

１０時～１２時、１３時～１６時 

岐阜労働局４階相談ブース  

岐阜市金竜町５－１３岐阜地方合同庁舎 

電話：０５８－２４５－１５５０ 

 

＜対 象＞事業主、人事労務担当者等 

＜申 込＞原則、事前予約制です。裏面の参加申込書に必要事項を記入して、ＦＡＸ等によ

り岐阜労働局雇用均等室あてお送りください（参加無料）。 



岐阜労働局雇用均等室（ＦＡＸ：０５８－２４５－７０５５）行き 

育児・介護休業規定整備相談会 参加申込書 

企 業 名  

所 在 地  

連 絡 先  

参加者職氏名  

※個人情報を他に利用することはありません。 

＜参加希望会場＞ 

     

□関会場 平成２４年１２月３日（月）  午前・午後（     時頃） 

□多治見会場 平成２４年１２月４日（火）  午前・午後（     時頃） 

□大垣会場 平成２４年１２月５日（水）  午前・午後（     時頃） 

□高山会場 平成２４年１２月６日（木）  午前・午後（     時頃） 

□岐阜会場 平成２４年１２月 日（  ）  午前・午後（     時頃） 

 

＊参加を希望する会場の□欄にチェックを入れ、希望する時間帯をご記入ください（岐阜会 

場は希望日もご記入ください）。 

＊申込書を受付後、当室担当者より確認のためご連絡します（申し込み状況によっては、対 

応時間帯を調整させていただく場合があります）。 

 

◆育児・介護休業法の内容や改正法に沿った育児・介護休業規定の作成方法、点検等

以外で希望する相談内容があれば、□にチェックを入れてください。 

 
□育児休業等制度取得者の処遇 

□両立支援助成金（子育て期短時間勤務支援助成金、中小企業両立支援助成金） 

□一般事業主行動計画の策定  

□その他（                             ） 

 

 

 

 

 

「くるみん」マーク 

「子育てサポート企業」として認定

を受けた会社がつけることができ

るマークです。 

 

＜参加申込・お問い合わせ先＞ 

岐阜労働局雇用均等室 
〒５００－８７２３ 

岐阜市金竜町５－１３ 岐阜地方合同庁舎４階 

電話 ０５８－２４５－１５５０  ＦＡＸ ０５８－２４５－７０５５ 


